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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成23年11月10日(2011.11.10)

【公開番号】特開2009-165469(P2009-165469A)
【公開日】平成21年7月30日(2009.7.30)
【年通号数】公開・登録公報2009-030
【出願番号】特願2008-319695(P2008-319695)
【国際特許分類】
   Ａ０１Ｇ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ０１Ｇ   1/00    ３０１Ｚ
   Ａ０１Ｇ   1/00    ３０３Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成23年9月22日(2011.9.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
栽培容器でのみ使用するパイナップル栽培用の培地であって、
当該培地が木材チップのみからなることを特徴とするパイナップル栽培用培地。
【請求項２】
栽培容器でのみ使用するパイナップル栽培用の培地であって、
当該培地が、琉球松を破砕処理して得られた木材チップのみからなることを特徴とするパ
イナップル栽培用培地。
【請求項３】
栽培容器でのみ使用するパイナップル栽培用の培地であって、
当該培地が、琉球松を破砕処理して得られた、大きさが異なる木材チップのみからなるこ
とを特徴とするパイナップル栽培用培地。
【請求項４】
栽培容器でのみ使用するパイナップル栽培用の培地であって、
当該培地が、琉球松を破砕処理して得られた次の３種類（Ａ～Ｃ）の長さと幅の木材チッ
プのみからなり、
当該３種類（Ａ～Ｃ）の木材チップが、それぞれ次の割合で使用されていることを特徴と
するパイナップル栽培用培地。
　　　　　　　長さ　　　　　　　　幅　　　　　　割合
　Ａ　　　　　～　５ｍｍ　　　　　～３ｍｍ　２０～３０％
　Ｂ　　５ｍｍ～５０ｍｍ　　３ｍｍ～１０ｍ　２５～３５％
　Ｃ　５０ｍｍ～　　　　　１０ｍｍ～　　　　４０～５０％
【請求項５】
木材チップのみからなるパイナップル栽培用の培地を使って栽培容器で栽培するパイナッ
プル栽培において、
パイナップル苗の植付１週間後からは、２週間に１回の割合で、パイナップル栽培用培地
全体に水が浸透するまで灌水し、
パイナップル結実後からは、５日～７日に１回の割合で、パイナップル栽培用培地全体に
水が浸透するように十分に灌水する
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ことを特徴とするパイナップルの栽培方法。
【請求項６】
琉球松を破砕処理して得られた木材チップのみからなるパイナップル栽培用の培地を使っ
て栽培容器で栽培するパイナップル栽培において、
パイナップル苗の植付１週間後からは、２週間に１回の割合で、パイナップル栽培用培地
全体に水が浸透するまで灌水し、
パイナップル結実後からは、５日～７日に１回の割合で、パイナップル栽培用培地全体に
水が浸透するように十分に灌水する
ことを特徴とするパイナップルの栽培方法。
【請求項７】
琉球松を破砕処理して得られた大きさが異なる木材チップのみからなるパイナップル栽培
用の培地を使って栽培容器で栽培するパイナップル栽培において、
パイナップル苗の植付１週間後からは、２週間に１回の割合で、パイナップル栽培用培地
全体に水が浸透するまで灌水し、
パイナップル結実後からは、５日～７日に１回の割合で、パイナップル栽培用培地全体に
水が浸透するように十分に灌水する
ことを特徴とするパイナップルの栽培方法。
【請求項８】
琉球松を破砕処理して得られた次の３種類（Ａ～Ｃ）の長さと幅の木材チップのみからな
り、
当該３種類（Ａ～Ｃ）の木材チップが、それぞれ次の割合で使用されているパイナップル
栽培用の培地を使って栽培容器で栽培するパイナップル栽培において、
パイナップル苗の植付１週間後からは、２週間に１回の割合で、パイナップル栽培用培地
全体に水が浸透するまで灌水し、
パイナップル結実後からは、５日～７日に１回の割合で、パイナップル栽培用培地全体に
水が浸透するように十分に灌水する
ことを特徴とするパイナップルの栽培方法。
　　　　　　　長さ　　　　　　　　幅　　　　　　割合
　Ａ　　　　　～　５ｍｍ　　　　　～３ｍｍ　２０～３０％
　Ｂ　　５ｍｍ～５０ｍｍ　　３ｍｍ～１０ｍ　２５～３５％
　Ｃ　５０ｍｍ～　　　　　１０ｍｍ～　　　　４０～５０％
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　Ｓ－３）分別処理
　破砕片を大きさにより３種類に分別した（図５）。（１）は、小破砕片であり、長さ５
ｍｍ以下、幅３ｍｍ以下の破砕片を分別したものである。（２）は、中破砕片であり、長
さ５～５０ｍｍ、幅３～１０ｍｍの破砕片を分別したものである。（３）は大破砕片であ
り、長さ５０ｍｍ以上、幅１０ｍｍ以上の破砕片を分別したものである。
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